
【表紙】
 

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の２第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年７月24日

【事業年度】 第17期（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

【会社名】 株式会社Ｊストリーム

【英訳名】 J-Stream Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　石松　俊雄

【本店の所在の場所】 東京都港区芝二丁目５番６号

【電話番号】 ０３（５７６５）７７４４

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長　保住　博史

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝二丁目５番６号

【電話番号】 ０３（５７６５）７７４４

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長　保住　博史

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

EDINET提出書類

株式会社Ｊストリーム(E05211)

訂正有価証券報告書

1/3



１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成26年６月27日に提出いたしました第17期（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）有価証券報告書の記

載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第６　提出会社の株式事務の概要

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。

 

第一部　企業情報

第６　提出会社の株式事務の概要
　　（訂正前）

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所 ─

株主名簿管理人 ─

取次所 ─

買取手数料 ─

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事

由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新

聞に掲載して行う。

公告掲載ＵＲＬ　http://www.stream.co.jp/

株主に対する特典 該当事項はありません。

　（注）１．平成25年10月１日を効力発生日として、普通株式１株を100株に分割し、１単元の株式の数を100株とする単

元株制度を採用しております。

　　　　２．当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨

定款に定めております。

　　　　　（１）会社法第189条第２項各号に掲げる権利

　　　　　（２）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

　　　　　（３）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

　　　　　（４）単元未満株式の売渡請求をする権利
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　　（訂正後）

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所 （特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人 （特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社

取次所 ─

買取手数料 無料

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事

由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新

聞に掲載して行う。

公告掲載ＵＲＬ　http://www.stream.co.jp/

株主に対する特典 該当事項はありません。

　（注）１．平成25年10月１日を効力発生日として、普通株式１株を100株に分割し、１単元の株式の数を100株とする単

元株制度を採用しております。

　　　　２．当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨

定款に定めております。

　　　　　（１）会社法第189条第２項各号に掲げる権利

　　　　　（２）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

　　　　　（３）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

　　　　　（４）単元未満株式の売渡請求をする権利
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